
　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

監
査
委
員
告
示

　
○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表
（
一
六
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

令和５年９月５日（火）1 福井県報号外第 90 号

号 外 第  90  号

火 曜 日 発 行

令 和 ５ 年
９月 ５ 日（火）

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
６
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
９
９
条
第
１
４
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た

事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
監
査
委
員
　
兼
井
　
大

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
山
浦
　
光
一
郎

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
　
昌
子

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
和
弘

監
査
委
員
告
示

監
査
対
象
機
関

監
査
の
結
果

坂
井
高
等
学
校

令
和
５
年
７
月
２
４
日

福
井
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
の
措
置
報
告

監
査
結
果
の
報
告

を
受
け
た
年
月
日

≪
指
導
事
項
≫

　
授
業
料
の
現
金
領
収
事
務
に
お
い
て
、複
数
職
員
の
関
与
が
徹
底
さ
れ
て

お
ら
ず
、内
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、財
務

規
則
に
反
す
る
不
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

≪
検
討
事
項
≫

　
坂
井
高
等
学
校
に
お
い
て
、担
当
職
員
が
不
適
切
な
事
務
処
理
を
行
い
、

現
金
領
収
し
た
授
業
料
を
着
服
す
る
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
極
め
て
遺

憾
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
二
度
と
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、現
金
領
収

事
務
に
つ
い
て
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
確
立
、現
金
領
収
の
機
会
を
減
ら
す

取
組
み
な
ど
、再
発
防
止
対
策
を
確
実
に
実
施
し
、学
校
運
営
に
対
す
る
県

民
の
信
頼
回
復
に
努
め
ら
れ
た
い
。

≪
指
導
事
項
≫

　
授
業
料
の
現
金
領
収
の
際
に
は
必
ず
２
名
以
上
で
対
応
し
、現
金
確
認
を

行
う
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。

　
現
金
受
領
の
際
に
作
成
す
る「
授
業
料
・
学
納
金
現
金
納
付
明
細
兼
現
金

送
達
簿
」（
学
校
独
自
様
式
）に
受
領
者
、確
認
者
欄
を
設
け
、対
応
し
た
職
員

が
署
名
す
る
こ
と
と
し
た
。ま
た
、金
融
機
関
へ
払
い
込
む
ま
で
の
金
庫
内

保
管
に
つ
い
て
も
、出
納
員
が
再
度
現
金
お
よ
び
領
収
済
通
知
書
を
確
認
し

、保
管
を
行
っ
て
い
る
。

　
金
融
機
関
へ
現
金
を
払
い
込
む
際
に
は
、現
金
、現
金
払
込
書
を
現
金
送

達
簿
に
よ
り
事
前
チ
ェ
ッ
ク
し
、払
込
後
に
も
領
収
書
を
確
認
し
最
終
確
認

を
行
っ
て
い
る
。

≪
検
討
事
項
≫

　
今
後
振
替
不
能
と
な
っ
た
授
業
料
に
つ
い
て
は
保
護
者
に
納
入
通
知
書

を
送
付
し
金
融
機
関
で
の
納
付
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、振
替
不
能
が
続
く

場
合
に
は
、口
座
変
更
手
続
き
を
案
内
し
現
金
受
領
の
機
会
を
減
ら
し
て
い

く
。現
金
領
収
事
務
に
つ
い
て
内
部
統
制
が
機
能
す
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
、今
後
と
も
再
発
防
止
対
策
を
実
施
し
て
い
く
。学
校
運
営
に
対

す
る
県
民
の
信
頼
を
回
復
で
き
る
よ
う
一
層
の
努
力
を
行
う
。
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令
和
五
年
九
月
五
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

措
置
の
内
容

≪
指
導
事
項
≫

　
授
業
料
の
現
金
領
収
事
務
に
お
い
て
、複
数
職
員
の
関
与
が
徹
底
さ
れ
て

お
ら
ず
、内
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、財
務

規
則
に
反
す
る
不
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

≪
検
討
事
項
≫

　
坂
井
高
等
学
校
に
お
い
て
、担
当
職
員
が
不
適
切
な
事
務
処
理
を
行
い
、

現
金
領
収
し
た
授
業
料
を
着
服
す
る
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
極
め
て
遺

憾
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
二
度
と
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、現
金
領
収

事
務
に
つ
い
て
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
確
立
、現
金
領
収
の
機
会
を
減
ら
す

取
組
み
な
ど
、再
発
防
止
対
策
を
確
実
に
実
施
し
、学
校
運
営
に
対
す
る
県

民
の
信
頼
回
復
に
努
め
ら
れ
た
い
。

≪
指
導
事
項
≫

　
授
業
料
の
現
金
領
収
の
際
に
は
必
ず
２
名
以
上
で
対
応
し
、現
金
確
認
を

行
う
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。

　
現
金
受
領
の
際
に
作
成
す
る「
授
業
料
・
学
納
金
現
金
納
付
明
細
兼
現
金

送
達
簿
」（
学
校
独
自
様
式
）に
受
領
者
、確
認
者
欄
を
設
け
、対
応
し
た
職
員

が
署
名
す
る
こ
と
と
し
た
。ま
た
、金
融
機
関
へ
払
い
込
む
ま
で
の
金
庫
内

保
管
に
つ
い
て
も
、出
納
員
が
再
度
現
金
お
よ
び
領
収
済
通
知
書
を
確
認
し

、保
管
を
行
っ
て
い
る
。

　
金
融
機
関
へ
現
金
を
払
い
込
む
際
に
は
、現
金
、現
金
払
込
書
を
現
金
送

達
簿
に
よ
り
事
前
チ
ェ
ッ
ク
し
、払
込
後
に
も
領
収
書
を
確
認
し
最
終
確
認

を
行
っ
て
い
る
。

≪
検
討
事
項
≫

　
今
後
振
替
不
能
と
な
っ
た
授
業
料
に
つ
い
て
は
保
護
者
に
納
入
通
知
書

を
送
付
し
金
融
機
関
で
の
納
付
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、振
替
不
能
が
続
く

場
合
に
は
、口
座
変
更
手
続
き
を
案
内
し
現
金
受
領
の
機
会
を
減
ら
し
て
い

く
。現
金
領
収
事
務
に
つ
い
て
内
部
統
制
が
機
能
す
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
、今
後
と
も
再
発
防
止
対
策
を
実
施
し
て
い
く
。学
校
運
営
に
対

す
る
県
民
の
信
頼
を
回
復
で
き
る
よ
う
一
層
の
努
力
を
行
う
。


